
 
 
 
 
 
 
 

年金記録訂正請求に係る答申について 
東北地方年金記録訂正審議会 

令和７年 11 月 20 日答申分 

 

 

  ○答申の概要 

    （１） 年金記録の訂正を不要としたもの １件 

         厚生年金保険関係 １件 

 



厚生局受付番号 ： 東北（受）第 2400187 号 

厚生局事案番号 ： 東北（厚）第 2500025 号 

 

第１ 結論 

請求期間①について、請求者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の取得年

月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

請求期間②について、請求者のＢ社における厚生年金保険被保険者資格の取得年

月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

請求期間③について、請求者のＣ社（現在は、Ｄ社）における厚生年金保険被保

険者資格の取得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

請求期間④について、請求者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の取得年

月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

請求期間⑤について、請求者のＥ社（現在は、Ｆ社）における厚生年金保険被保

険者資格の取得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

請求期間⑥について、請求者のＧ社（現在は、Ｈ社）における厚生年金保険被保

険者資格の取得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

請求期間⑦について、請求者のＩ社Ｊ支部における厚生年金保険被保険者資格の

取得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

請求期間⑧について、請求者のＩ社Ｋ支社における厚生年金保険被保険者資格の

取得年月日の訂正を認めることはできない。 

請求期間⑨について、請求者のＩ社Ｋ支社における厚生年金保険被保険者資格の

喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

請求期間⑩について、請求者のＬ社における厚生年金保険被保険者資格の取得年

月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

        氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住 所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： ① 昭和 46 年９月頃から同年 10 月頃まで 

 ② 昭和 46 年４月頃から同年５月中旬まで 

③ 昭和 47 年７月頃から同年 12月初旬まで 

④ 昭和 47 年９月中旬から昭和 48 年 12 月１日まで 



⑤ 昭和 47 年２月頃から同年 11月中旬まで 

⑥ 昭和 46 年９月頃から昭和 48年１月１日まで 

⑦ 平成４年５月上旬から同年６月初旬まで 

⑧ 平成４年６月下旬から同年 11月１日まで 

⑨ 平成４年 12月 31 日から平成５年１月５日まで 

⑩ 昭和 47 年５月８日から同年 10 月 14 日まで 

請求期間①について、Ａ社に勤務していたが、厚生年金保険の記録がない。 

請求期間②について、Ｂ社に勤務していたが、厚生年金保険の記録がない。 

請求期間③について、Ｃ社に勤務していたが、厚生年金保険の記録がない。 

請求期間④について、Ａ社に勤務していたが、厚生年金保険の記録がない。 

請求期間⑤について、Ｅ社に勤務していたが、厚生年金保険の記録がない。 

請求期間⑥について、Ｇ社に勤務していたが、厚生年金保険の記録がない。   

請求期間⑦について、Ｉ社Ｊ支部に勤務していたが、厚生年金保険の記録がな

い。 

請求期間⑧について、Ｉ社Ｋ支社における厚生年金保険被保険者資格の取得年

月日は平成４年 11 月１日と記録されているが、平成４年６月下旬から同社Ｍ支社

に勤務していた。 

請求期間⑨について、Ｉ社Ｋ支社における厚生年金保険被保険者資格の喪失年

月日は平成４年 12 月 31 日と記録されているが、同社Ｍ支社に平成５年１月５日

まで勤務していた。 

請求期間⑩について、Ｌ社Ｎ支店に勤務していたが、厚生年金保険の記録がな

い。 

請求期間①から⑩までの期間について、厚生年金保険の被保険者期間として記

録を訂正し、年金額に反映してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求期間①について、請求者は、Ｏ県内にあったＡ社本社に正社員として勤務し、

事務の仕事をしていた旨陳述しているところ、Ａ社は、社員であればデータが残っ

ており、期間雇用であれば紙データが残っているが、請求者が勤務していた記録は

見付からず、請求者に係る請求期間①の勤務は不明である旨回答しており、同社に

おける請求者に係る請求期間①の勤務実態、厚生年金保険被保険者資格に係る届出

並びに厚生年金保険料の納付及び控除について確認できない。 

また、Ａ社に係る請求者の雇用保険被保険者の記録は見当たらない上、同社に係

る事業所別被保険者名簿及びオンライン記録により、請求期間①の始期と同月であ

る昭和46年９月に同社において厚生年金保険被保険者資格を取得した者のうち、所

在が確認できた者に文書照会を行い、複数の回答があったが、請求者が同社に勤務



していたことを知っている者はいないことから、同社における請求者の勤務実態を

確認できない。 

さらに、Ｐ健康保険組合は、請求者の同組合加入について資料がなく不明と回答

している上、上記被保険者名簿によると、昭和46年９月１日から同年10月31日まで

の期間にＡ社において厚生年金保険被保険者資格を取得した者の中に請求者の氏

名は見当たらず、厚年整理番号に欠番もない。 

請求期間②について、請求者は、Ｏ県にあったＢ社の正社員としてＱ市、Ｒ市、

Ｓ県の現場に勤務し、Ｔ業務を担当していた旨陳述しているところ、同社は、同社

のデータベースで請求者を検索したが、氏名及び生年月日が一致する者はいなかっ

たため、請求者は同社に勤務しておらず、厚生年金保険料を控除していない旨回答

しており、同社における請求者に係る請求期間②の勤務実態、厚生年金保険被保険

者資格に係る届出並びに厚生年金保険料の納付及び控除について確認できない。 

また、Ｂ社に係る請求者の雇用保険被保険者の記録は見当たらない上、同社の事

業所別被保険者名簿及びオンライン記録により、請求期間②に同社において厚生年

金保険被保険者資格を取得した者のうち、所在が確認できた者に文書照会を行い、

複数の回答があったが、請求者が同社に勤務していたことを知っている者はいない

ことから、同社における請求者の勤務実態を確認できない。 

さらに、上記被保険者名簿によると、昭和46年４月１日から同年５月31日までの

期間にＢ社において厚生年金保険被保険者資格を取得した者の中に請求者の氏名

は見当たらず、厚年整理番号に欠番もない。 

請求期間③について、請求者は、Ｃ社の正社員としてＵ現場に勤務し、Ｖ業務を

行っていた旨陳述しているところ、Ｄ社は、同社で保存している人事記録台帳、退

職者台帳、本店年金台帳及び昭和47年３月、昭和48年３月の従業員名簿に請求者の

氏名がなく、請求者は同社に勤務していたか不明である旨回答しており、同社にお

ける請求者に係る請求期間③の勤務実態、厚生年金保険被保険者資格に係る届出並

びに厚生年金保険料の納付及び控除について確認できない。 

また、Ｃ社に係る請求者の雇用保険被保険者の記録は見当たらない上、同社に係

る事業所別被保険者名簿及びオンライン記録により、請求期間③の始期と同月であ

る昭和47年７月に、同社において厚生年金保険被保険者資格を取得した者のうち、

所在が確認できた者に文書照会を行い、複数の回答があったが、請求者が同社に勤

務していたことを知っている者はいないことから、同社における請求者の勤務実態

を確認できない。 

さらに、Ｃ社が加入しているＷ健康保険組合は、保存期限の経過により加入記録

は確認できないと回答している上、上記被保険者名簿によると、昭和47年７月１日

から同年12月31日までの期間にＣ社において厚生年金保険被保険者資格を取得し

た者の中に請求者の氏名は見当たらず、厚年整理番号に欠番もない。 



請求期間④について、請求者は、Ａ社の正社員として、Ｘ県Ｙ市のＺ施設の建設

中に当該地にあった同社の事業所でａ業務に従事した旨陳述しているところ、Ａ社

は、社員であればデータが残っており、期間雇用であれば紙データが残っているが、

請求者が勤務していた記録は見付からず、請求者に係る請求期間④の勤務は不明で

ある旨回答しており、同社における請求者に係る請求期間④の勤務実態、厚生年金

保険被保険者資格に係る届出並びに厚生年金保険料の納付及び控除について確認

できない。 

また、Ａ社に係る請求者の雇用保険被保険者の記録は見当たらない上、同社の事

業所別被保険者名簿及びオンライン記録により、請求期間④の始期と同月である昭

和47年９月に同社において、厚生年金保険被保険者資格を取得した者のうち、所在

が確認できた者に文書照会したところ、複数の回答があったが、請求者が同社に勤

務していたことを知っている者はおらず、Ｙ市に同社の事業所があったと回答して

いる者もいない上、同社の管理職だった者は、同社は、Ｚ施設の事業に全く関与し

ておらず、ａ業務は行っていない旨回答及び陳述していることから、同社における

請求者の勤務実態を確認できない。 

さらに、Ｐ健康保険組合は、請求者の同組合加入について資料がなく不明と回答

している上、上記被保険者名簿によると、昭和47年９月１日から昭和48年12月31

日までの期間にＡ社において厚生年金保険被保険者資格を取得した者の中に請求

者の氏名は見当たらず、厚年整理番号に欠番もない。 

請求期間⑤について、請求者は、Ｅ社に正社員として勤務し、ｂ業務に従事した

旨陳述しているところ、オンライン記録によると、請求期間⑤において、同社の名

称で厚生年金保険適用事業所は見当たらないが、請求者は、同社はＦ社に名称が変

更された旨陳述していることから、同社に文書照会したところ、同社は、当時の資

料はなく、請求者に関する在籍の記録が確認できないため、請求者がＥ社に勤務し

ていたか不明である旨回答しており、同社における請求者に係る請求期間⑤の勤務

実態、厚生年金保険被保険者資格に係る届出並びに厚生年金保険料の納付及び控除

について確認できない。 

また、請求者は、請求期間⑤当時、ｃ市ｄ地域に所在したＥ社に勤務したと回答

及び陳述しているが、Ｆ社は、請求期間⑤当時、ｃ市ｄ地域周辺にＥ社（関連会社

を含む）の事業所はなかった旨回答している上、昭和42年及び昭和48年のｃ市住宅

地図によると、ｃ市ｄ地域周辺にＥ社又は同社に類似した名称の事業所は見当たら

ない。 

さらに、Ｅ社に係る請求者の雇用保険被保険者の記録は見当たらない上、請求者

は、請求期間⑤当時、Ｅ社において一緒に勤務した同僚の氏名を覚えていないと回

答及び陳述していることから、請求者の勤務実態について確認することができない。 

加えて、Ｅ社が加入していたｅ健康保険組合は、請求者氏名及び生年月日を基に



検索を行ったが、該当する情報が見付からない旨回答している上、オンライン記録

によると、請求期間⑤当時、Ｅ社は、ｆ社の名称で厚生年金保険適用事業所となっ

ているところ、ｆ社の事業所別被保険者名簿によると、昭和47年２月１日から同年

11月30日までの期間に厚生年金保険被保険者資格を取得した者の中に請求者の氏

名は見当たらず、厚年整理番号に欠番もない。 

請求期間⑥について、請求者は、Ｇ社のｇ工場及びｈ工場に正社員として勤務し、

ｉ業務を担当した旨陳述しているところ、Ｈ社は、請求者が在籍していた記録がな

いため、請求者がＧ社に勤務していたか不明である旨回答している上、同社の担当

者は、同社に在籍していればｊ健康保険組合に加入することになるため、同健康保

険組合に請求者の氏名及び生年月日で検索を依頼したが、請求者の氏名は見当たら

なかった旨陳述しており、同社における請求者に係る請求期間⑥の勤務実態、厚生

年金保険被保険者資格に係る届出並びに厚生年金保険料の納付及び控除について

確認できない。 

また、Ｇ社に係る請求者の雇用保険被保険者の記録は見当たらない上、同社に係

る事業所別被保険者名簿及びオンライン記録により、請求期間⑥の始期と同月であ

る昭和46年９月に同社において、厚生年金保険被保険者資格を取得した者のうち、

所在が確認できた者に文書照会を行い、複数の回答があったが、請求者が同社に勤

務していたことを知っている者はいないことから、同社における請求者の勤務実態

を確認できない。 

さらに、ｊ健康保険組合は、請求者の同組合加入について資料がなく不明と回答

している上、オンライン記録によると、Ｇ社は、請求期間⑥当時、ｋ厚生年金基金

に加入していたことが確認できるところ、企業年金連合会は、請求者について、氏

名、生年月日、性別で調べたが請求者の記録はないと回答している。 

加えて、上記被保険者名簿によると、昭和46年９月１日から昭和48年１月１日ま

での期間にＧ社において厚生年金保険被保険者資格を取得した者の中に請求者の

氏名は見当たらず、厚年整理番号に欠番もない。 

また、オンライン記録によると、請求期間⑥当時、ｌ県ｍ市にｎ社ｏ工場及びＧ

社ｐ事業所の名称で厚生年金保険適用事業所が確認できるところ、各事業所の厚生

年金保険被保険者原票及びオンライン記録によると、いずれの事業所においても請

求期間⑥において厚生年金保険被保険者資格を取得した者の中に請求者の氏名は

見当たらない。 

請求期間⑦について、請求者は、Ｉ社のＪ支部に正社員としてｑ業務を担当して

いた旨陳述しているところ、オンライン記録によると、同社Ｊ支部が厚生年金保険

適用事業所であった記録は見当たらない上、同社は、人事記録に請求者が在籍して

いた記録がなく、請求者は請求期間⑦に勤務しておらず、厚生年金保険料を控除し

ていない旨回答している。 



また、Ｉ社に係る請求者の雇用保険被保険者の記録は見当たらない上、同社から

提出されたｑ職員機関コード帳（ｒ支社）によると、氏名欄に請求者の氏名、所属

欄にＪと記載されていることが確認でき、同社のＪに所属していた者は、同社ｒ支

社において厚生年金保険の適用を受けていたと考えられることから、オンライン記

録により、請求期間⑦を含む平成４年５月及び同年６月に同社ｒ支社において厚生

年金保険被保険者資格を取得した者のうち、所在が確認できた者に文書照会を行い、

複数の回答があったが、請求者が同社に勤務していたことを知っている者はいない

ことから、同社における請求者の勤務実態を確認できない。 

さらに、ｓ健康保険組合は、請求者の同組合加入について、保存期間経過のため

資料の確認ができず不明と回答している上、オンライン記録によると、平成６年５

月１日から同年６月30日までの期間にＩ社ｒ支社において厚生年金保険被保険者

資格を取得した者の中に請求者の氏名は見当たらない。 

請求期間⑧及び⑨について、請求者は、Ｉ社のＭ支社に正社員として平成４年６

月下旬から平成５年１月５日までの期間に継続して勤務していた旨陳述している

ところ、オンライン記録によると、請求者は、同社Ｋ支社において、平成４年11

月１日から同年12月31日までの期間に厚生年金保険被保険者の記録が確認でき、同

社は、請求者が平成４年９月８日から同月24日までの期間及び同年10月13日から同

年12月30日までの期間は同社ｒ支社又は同社Ｋ支社に勤務していた旨回答してい

る。 

また、Ｉ社から提出されたｑ職員機関コード帳（ｒ支社）によると、氏名欄に請

求者の氏名、所属欄にＪ、委嘱年月日欄に「４．９．８」、退職（解職）年月日欄

に「４．９．24」と記載されていることが確認でき、ｑ職員機関コード帳（Ｋ支社）

によると、氏名欄に請求者の氏名、委嘱時所属欄にＭ、委嘱年月日欄に「４．10．

13」、退職（解職）年月日欄に「４．12．30」と記載されていることが確認できる

ことから、請求者は、平成４年９月８日から同月24日までの期間は同社ｒ支社のＪ

に勤務し、同年10月13日から同年12月30日までの期間は同社Ｋ支社のＭに勤務した

ことがうかがえる。 

しかしながら、請求期間⑧について、Ｉ社は、平成４年９月８日から同月24日ま

での期間及び同年10月13日から同月31日までの期間は、厚生年金保険に加入しない

雇用契約であり、試用期間１か月は厚生年金保険に加入させておらず、請求期間⑧

に係る厚生年金保険料を控除していない旨回答している上、同社の担当者は、ｑ職

員は入社時の契約で、本採用となった日から厚生年金保険に加入させていた旨陳述

している。また、請求期間⑨について、Ｉ社は、人事記録に請求者が在籍していた

記録がなく、請求者は、請求期間⑨に同社に勤務しておらず、厚生年金保険料を控

除していない旨回答している上、上記ｑ職員機関コード帳（Ｋ支社）の退職（解職）

年月日から、請求者は、同社Ｋ支社のＭを平成４年12月30日に退職したことがうか



がえることから、同社における請求者に係る請求期間⑧及び⑨の勤務実態、厚生年

金保険被保険者資格に係る届出並びに厚生年金保険料の納付及び控除について確

認できない。 

また、Ｉ社に係る請求者の雇用保険被保険者の記録は見当たらない上、請求者が

氏名を挙げた同僚は、請求者がＩ社のＭ事業所に勤務し、ｑ業務を担当していたが、

勤務期間は不明である旨回答していることから、同社における請求者に係る請求期

間⑧及び⑨の勤務実態を確認できない。 

さらに、オンライン記録により、請求期間⑧及び⑨を含む平成４年６月１日から

同年12月31日までの期間にＩ社Ｋ支社において厚生年金保険被保険者資格を取得

した者のうち、所在が確認できた者に文書照会を行い、複数の回答があったが、請

求者が同社に勤務していたことを知っている者はいないことから、同社における請

求者の勤務実態を確認できない。 

加えて、ｓ健康保険組合は、請求者の同組合加入について、保存期間経過のため

資料の確認ができず不明と回答している。 

請求期間⑩について、請求者は、Ｌ社Ｎ支店に正社員として勤務し、ｔ業務に従

事していたと思う旨陳述しているところ、雇用保険被保険者の記録によると、請求

者は、請求期間⑩において、同社に勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、Ｌ社は保存期限経過のため資料は廃棄しており、請求者が勤務し

ていたか不明である旨回答している上、同社の担当者は、支店で現地採用された場

合は、雇用保険は労働災害補償保険との関係もあり加入させていたが、厚生年金保

険は基本的に加入させていなかった旨陳述していることから、同社における請求者

に係る請求期間⑩の勤務実態、厚生年金保険被保険者資格に係る届出並びに厚生年

金保険料の納付及び控除について確認できない。 

また、Ｌ社に係る事業所別被保険者名簿及びオンライン記録において、請求期間

⑩を含む昭和47年５月から同年10月までの期間に厚生年金保険被保険者資格を取

得している者のうち、所在が確認できた者に文書照会を行い、複数の回答があった

が、請求者が同社に勤務していたことを知っている者はいないことから、同社にお

ける請求者の勤務実態を確認できない。 

さらに、ｕ健康保険組合は、請求者が同組合に加入していた記録は一切ない旨回

答している上、上記被保険者名簿によると、昭和47年５月１日から同年10月31日ま

での期間にＬ社において厚生年金保険被保険者資格を取得した者の中に請求者の

氏名は見当たらず、厚年整理番号に欠番もない。 

なお、請求者は、子供の頃はｖ姓又はｗ姓だった旨陳述しているところ、請求者

の改製原戸籍により確認できるのはｘ姓のみである上、請求期間①から⑩までの各

期間について、社会保険オンラインシステムにより、ｖ又はｗ姓の氏名検索も行っ

たが、該当する記録は確認できない。 



このほか、請求者の請求期間①から⑩までにおける厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者

が厚生年金保険被保険者として請求期間①から⑩までの期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


